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公共下水道管路施設の維持管理に係る公民連携の導入に向けた 

第２回サウンディング型市場調査実施要領 

１ サウンディング型市場調査について 

  「サウンディング型市場調査」（以下「調査」という。）とは、市が予定している事業の

検討にあたって、民間事業者（企業・ＮＰＯ法人等）から広く意見・提案を求め、市場性

の有無や民間のアイデア等を把握するために実施する調査です。 

２ 調査目的 

  本市の公共下水道区域における管路施設は、相模原駅周辺での合流管整備を皮切りと

して、昭和４２年から事業が開始され、その後、令和４年度までに約２，９００km に及

ぶ整備がされました。このうち、建設ピークである昭和５２年度から平成１１年度にかけ

ては、年間平均約１００ｋｍの整備がされたことから、今後、耐用年数を超過する管路施

設が加速度的に増加することが見込まれています。 

このため、本市では老朽化した下水道管路施設の⾧寿命化を推進し、更なる市民サービ

スの向上や業務の効率化に向けて取り組むにあたり、昨年度、第１回目のサウンディング

型市場調査を実施し、民間事業者の皆様からのご意見・ご提案を踏まえ、民間活力の活用

（公民連携）について検討してまいりました。 

検討の結果、公民連携の手法として包括的民間委託の導入を検討しており、つきまして

は、民間事業者の皆様から本委託の業務内容に対するご意見や参入意向等を把握するた

め調査を実施します。 

３ 調査対象 

対象施設 相模原市公共下水道区域における管路施設 
対話内容 
（主なもの） 

(１)委託業務内容について 
(２)参入意向について 
(３)市内企業の参画について 
 ※詳細は「６ 対話内容」をご確認ください。 

対象者 下水道管路施設に関する事業に関心のある民間事業者又は団体 

４ 実施スケジュール 

内容 実施時期 
実施要領の公表 令和５年１０月 ４日（水） 
事前説明会及び 
名刺交換会の申込み 

令和５年１０月１８日（水）まで 

事前説明会及び 
名刺交換会の開催 

令和５年１０月２５日（水） 

対話参加の申込み 令和５年１０月２５日（水）～１１月 １日（水） 
アンケートの提出 対話実施日の５営業日前まで 
対話の実施 令和５年１１月２７日（月）～１２月 ８日（金） 

結果の公表 令和６年 ２月中旬（予定） 
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５ 対話までの流れ 

（１）事前説明会及び名刺交換会の申込み 

   参加を希望される方は、別紙１「事前説明会等参加申込書」に必要事項を記載し、Ｅ

メールに添付の上、申込期限までに次の宛先へご提出ください。 

   ※事前説明会等への出席は対話参加の必須条件ではありません。 

   ※Ｅメールの件名は「【事前説明会等申込】（団体名）」としてください。 

【申込期限】令和５年１０月１８日（水）１７時まで 

  【宛  先】相模原市下水道保全課 

Ｅメール：gesui-hozen@city.sagamihara.kanagawa.jp 

（２）事前説明会及び名刺交換会の開催（事前申込制） 

   事業概要及び対話の趣旨について、事前の説明会を開催します。 

  【日  時】令和 5 年１０月２５日（水）１４時３０分～１５時３０分 

（受付開始 １４時） 

  【場  所】相模原市民会館 ３階 第１大会議室 

（相模原市中央区中央３−１３−１５） 

   また説明会の後、同場所にて民間事業者の皆様で交流いただける名刺交換会を開催

します。 

  【日  時】令和 5 年１０月２５日（水）１５時３０分～１６時 

（３）対話参加の申込み 

   参加を希望される方は、別紙２「エントリーシート」に必要事項を記載し、Ｅメール

に添付の上、申込期間内に上記宛先へご提出ください。 

   ※Ｅメールの件名は「【対話申込】（団体名）」としてください。 

  【申込期間】令和５年１０月２５日（水）～１１月１日（水）１７時 

（４）アンケートの提出 

   対話を行う上での参考とするため、別紙３「アンケート調査票」のご提出をお願いし

ます。Ｅメールに添付の上、提出期限までに上記宛先へご提出ください。 

   ※Ｅメールの件名は「【アンケート調査票】（団体名）」としてください。 

  【提出期限】対話実施日の５営業日前（土日・祝日を除く）まで 

（５）対話の実施（事前申込制） 

   知的財産保護の観点から、対話は個別に実施します。 

  【日  時】令和５年１１月２７日（月）～１２月８日（金）までの期間で、 

３０分～１時間程度（対話参加の申込み受付後、別途調整します）。 

  【場  所】相模原市役所本庁舎付近の会議室等を予定しております。 

  【実施方法・対話内容等】「６ 対話内容」以降をご確認ください。 
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６ 対話内容 

  主に次の項目について、自らが事業の主体等として参加することを前提に、実現可能な

ご意見・ご提案をお願いします。対話の際は、事前にご提出いただく別紙３「アンケート

調査票」の回答を踏まえ、市から参加者へ質問し、または参加者からの質問に対して市か

ら回答させていただく形式で対話を実施します。 

【主な対話項目】 

項目 内容 

(１)委託への参入意向

について  

包括的民間委託への参入に対する意欲についてお聞かせ

ください。 

(２)業務内容について 対象業務、対象施設、対象区域、委託期間等に対するお考

えについてお聞かせください。 

(３)市内企業の参画に

ついて 

市内企業の包括的民間委託への参画につながる方法があ

ればお聞かせください。 

 

７ 留意事項 

（１）事前説明会及び名刺交換会への参加人数について 

   １団体につき、原則、３人以下とさせていただきます。 

（２）事前説明会参加者予定者名簿への掲載について 

   事前説明会等参加申込書で別紙４「事前説明会参加予定者名簿」への掲載の希望を確

認した上で、名簿を作成し、すべての説明会参加者へ説明会時に配布します。説明会後

の配布は致しませんので、あらかじめご了承ください。なお、名簿への掲載を希望され

る場合は、事前説明会等参加申込書の★の項目を掲載します。 

（３）アンケートについて 

   アンケートの内容は、今後の検討において参考とさせていただくものです。なお結果

につきましては、実施結果として概要をホームページ等で公表します。 

（４）対話及び対話内容の取扱いについて 

   対話への参加実績は、事業者公募における評価の対象とはなりません。対話内容は、

今後の検討の参考とさせていただきます。ただし、双方の発言とも、あくまでも対話時

点での想定のものとし、何らかの約束をするものではないことをご了承ください。 

（５）対話に関する費用の負担について 

   対話参加に要する費用は、提案者の負担とします。 

（６）追加対話への協力 

   対話実施後に追加対話（書面による対話を含む。）等を実施させていただく場合があ

りますので、ご協力をお願いします。 
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（７）実施結果の公表について 

   対話の実施結果については、概要をホームページ等で公表します。公表にあたっては、

提案者の名称及び知的財産に係る内容は原則として公表しません。また、公表内容は提

案者に対し事前に確認を行います。 

   ※「相模原市情報公開条例」その他関係法令の規定に従い、提案の内容については、

情報公開の対象となる場合があります。 

（８）参加除外条件について 

   次のいずれかに該当する場合は、対話に参加することはできません。 

 ア 相模原市暴力団排除条例（平成２３年１２月２６日条例第３１号）第２条第４号に

規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は第７条に規

定する暴力団員等と密接な関係を有する（法人その他の団体にあっては、その役員

（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員

等と密接な関係を有するもの）と認められる者 

  イ 神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条第１項又は

同条第２項に違反している事実がある者 

 

８ 問い合わせ先 

 連 絡 先：相模原市 都市建設局 土木部 下水道保全課 

 所 在 地：相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

 電 話 番 号：０４２−７０７−１９０８ 

 Ｆ Ａ Ｘ：０４２−７５４−１０６８ 

 Ｅ メ ー ル：gesui-hozen@city.sagamihara.kanagawa.jp 


